
議案第３号 

 

東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和７年２月２８日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

東久留米市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第３４号）の一部を次のように改正

する。 

第８条第３項第２号中「９，０００円」を「１１，５００円」に改める。 

第１７条第１項中「、３月１日」を削り、同条第２項中「、３月に支給する場合において

は１００分の２０、６月及び１２月に支給する場合においては１００分の１１５」を「１０

０分の１２５」に、「３箇月以内（基準日が１２月１日であるときは、６箇月以内）」を「６

箇月以内」に改め、同項の表を次のように改める。 

在職期間 割合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

３箇月未満 １００分の３０ 

第１７条第３項中「「１００分の２０」とあるのは「１００分の１０」と、「１００分の

１１５」とあるのは「１００分の６５」」を「「１００分の１２５」とあるのは「１００分

の７０」」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（東久留米市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 東久留米市職員の育児休業等に関する条例（平成４年東久留米市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

第５条の３第１項中「３箇月以内（基準日が１２月１日であるときは、６箇月以内）」

を「６箇月以内」に改める。 

 



 

（提案理由） 

 東京都人事委員会勧告等に伴い、職員の給与を改定する必要がある。 


